
 

定例記者会見  報道資料 

 

平成２８年６月２４日 

市民活動部 男女共同参画課 

０７４２－８１－３１００ 

 

奈良市配偶者暴力相談支援センターの開設について 

 

奈良市では、配偶者暴力相談支援センターの機能を持たせた窓口の開設を、

奈良県の市町村としては初めて開設します。 

 

記 

 

１．目的  

   配偶者等からの暴力(ドメスティック・バイオレンス＝ＤＶ)に対する防止

や相談並びに被害者の自立支援を図ることを目的として、「配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に基づき配偶者暴力相談支援

センターの機能を持たせた窓口を開設します。 

 

２．開設開始日時   平成２８年７月２日(土)  午前１０時から 

 

３．実施曜日及び時間 火・木・土(祝日、年末年始を除く) 

           午前１０時～午後４時 

 

４．場所    奈良市内 （所在地は非公開) 

被害者の安全確保を図るため場所の公表は控えることとし、相談者からはまず電話

で相談に応じます。 

 

５．電話    奈良市ＤＶ相談ダイヤル  ０７４２－９３－３１５０ 

 

６．相談等の方法 電話及び面談(予約制) 

 

７．内容   （１） ＤＶに関する相談 

       （２） 相談機関の紹介 

       （３） 被害者の自立した生活を促進するため、就業の促進、

住宅の確保、援護等に関する制度の利用等について、情

報の提供、助言、関係機関との連絡調整など 

（４） 保護命令制度の利用についての情報提供、助言、関係

機関への連絡など 

（５） 被害者の保護に関わる施設の利用について、情報の提

供、助言、関係機関への連絡など 



（６） 手続きに関する各証明書の発行 

*保護命令・・加害者が被害者につきまとったり、住居・勤務先などの近くを徘徊したりする

ことを禁止する「接近禁止命令」と加害者に対して一定期間家から出ていくよう命令する「退去

命令」等があり、被害者からの申し立てにより一定の要件を満たした場合に、地方裁判所が発令

するもの 

 

８．開設の意義         

    （１）市町村において配偶者暴力相談支援センターを設置することに

より、身近な場所での継続的な相談、庁内外の関係部署・機関と

連携することによって、潜在化している被害者を早期発見し、被

害者支援を円滑に行うことができるようになります。 

    （２）法に基づき、通報への対応や保護命令への関与と共に、関係機

関との連携協力を図る相談窓口を設ける事により、被害者の早期

救済を図ります。 

(３) 証明業務を行うことにより被害者への迅速かつ的確な対応が可

能となり、支援の充実を図ることができます。 

 

７．予算 人件費      １，４５２千円 

     その他事務経費    １４８千円 

  

８．人員配置  相談員１名   火・木・土(祝日、年末年始を除く) 

        勤務時間 午前１０時～午後５時 

 

９．他市の状況 市町村での設置は努力義務 

中核市設置状況 １２市(平成２７年１１月時点) 

函館市・旭川市・盛岡市・郡山市・宇都宮市・川越市・金沢市 

姫路市・尼崎市・西宮市・倉敷市・鹿児島市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１． 奈良市配偶者暴力相談支援センター開設に至る経緯 

平成２７年９月  ＊奈良市配偶者等の暴力の防止及び被害者支援基本計画(第２

次)で、平成２９年度までに開設 

平成２７年１１月 奈良市配偶者暴力相談支援センター開設に係る方針決定 

平成２８年 ５月 奈良市ＤＶ相談ダイヤル開設 

平成２８年 ６月 庁内・庁外（奈良県及び奈良県配偶者暴力相談支援センタ

ー・警察・裁判所）連携体制構築 

平成２８年 ７月 奈良市配偶者暴力相談支援センター開設 

＊平成２７年度～３１年度の計画の中に平成２９年度までに開設する計画があり、被害者 

保護に対する取り組みをいち早く進めるという観点から、平成２８年度に開設するに至り 

ました。 

 

２． 市町村の配偶者暴力相談支援センターの法的位置づけ 

    「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」 

平成１６年の法の改正により設置可能 

平成１９年の改正で市町村の＊努力義務 
＊第三条第２項 市町村は、当該市町村が設置する適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支援 

センターとして機能を果たすよう努めるものとする。 

 

３．配偶者暴力相談支援センターの数(平成２７年１１月９日現在) 

全国・・２６１か所 

うち市町村・・８８か所 

    中核市４７都市のうち１２市で設置 

      函館市・旭川市・盛岡市・郡山市・宇都宮市・川越市・金沢市・姫路市・尼崎

市・西宮市・倉敷市・鹿児島市 

     奈良県の市町村では、奈良市が初めてとなります。 

 

４．所在地情報・被害者の安全確保を図るため場所の公表は控える 

相談者からは、まず電話で相談に応じます。 

 

５．庁内外、関係機関の連携について 

 

●庁内連携 

被害者のケースに応じた支援を行うため、庁内関係課で必要に応じ連携会議

を行います。 

 

 



 

●庁外連携機関 

奈良県配偶者暴力相談支援センター(奈良県中央こども家庭相談センター) 

奈良県女性センター 

警察署（奈良警察署・奈良西警察署・天理警察署） 

地方裁判所 

６．手続きに関する各証明書の発行種類 

 住民基本台帳の閲覧制限 

医療保険、年金保険手続き 

母子・寡婦(父子・寡夫)の自立支援措置用 

来所相談証明 

保護命令申し立てに関する書類 

７．相談状況 

年度

(平成) 

ＤＶ相談件数(件) Ｄ Ｖ 被 害 者  

奈良県一時保護

人数(人) 

奈良県 

(虐待も含む) 

全国 

２４ １，０５４ ８９，４９０ ９１ 

２５ １，０５３ ９９，９６１ ８７ 

２６ １，４０６ １０２，９６３ ９１ 

 

 

 

 

 


